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奄美市下水道事業ウォーターPPP 導入可能性調査業務委託公募型プロポーザルに関する質問及び回答 

 

 

番号 資料名 対象項目 質問 回答 

受付：令和令和８年２月 12 日 

１ 実施要領 ３ 参加資格要件 

（１）-ウ 

実施要領３ ウについて 

「本市及び他自治体において入札参加停止

期間中でないこと」とありますが、この基

準として 

①他自治体というのは、鹿児島県内の自治

体を指すのでしょうか、あるいは全国でし

ょうか。 

②入札停止期間はどの時点を指すのでしょ

うか。（公示日時点、参加表明書提出時点な

ど） 

以上、ご教示のほどよろしくお願いいたし

ます。 

①全国を対象としております。 

 

②参加表明提出書期限までに入札停止期

間が満了していれば参加表明書を受け付

けます。 

受付：令和令和８年２月 13 日 

１ 実施要領 ６ 参加の手続き 

（４）-オ 

実施要領 P.5 の、オ 企画提案の内容に、

「８-(6)審査基準の内容を踏まえ企画提案

を作成すること。」とありますが、企画提案

（任意様式_原則 A4 版 10 枚以内）の内容

は、審査基準に記載の項目（業務実績、業

務実施体制、業務提案、提案価格）すべて

についての記載が必要でしょうか。 

提案者の判断によるものとします。 
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２ 実施要領 ６ 参加の手続き 

（４）-カ 

実施要領 P.5 の、カ 企画提案書作成に係

る留意事項に、「(ｵ) 企画提案書には、全

体にわたり参加者名がわかるような記述

（商号や実績に関する業務名、発注者名称

など）を一切しないこととする。」という記

載について、企画提案で技術力や経験を示

すために、過去の実績を記載することが一

般的ですが、市の特性の理解度を記載する

際に、奄美市での業務実績等を記載させて

いただくことは可能と考えてよろしいでし

ょうか。 

また、具体的な業務内容や成果を記載する

際に、発注者名称や業務名を伏せた形で記

載することは可能でしょうか？ 

例：発注者名を「A市」、業務名を「下水道

事業における PPP 導入支援業務」などと記

載する形。 

・本市における業務実績を記載すること

は可能です。 

 

・例のとおり、発注者名称が判明しない

よう留意することで記載することは可能

です。 

３ 実施要領 ３ 参加資格要件 

（１）-ア 

実施要領 P.2 の、３参加資格要件 (1)ア

「奄美市入札参加資格者名簿に登録されて

いること。」とありますが、該当する登録区

分についてご教示ください。 

奄美市入札参加資格者名簿において、「建

設コンサルタント」・「委託業務」にて登

録されているものとなります。 

なお、業種細分は問いません。 

４ 実施要領 ３ 参加資格要件 

（１）-カ 

実施要領 P.2 の、３ 参加資格要件「カ_

国、地方公共団体が発注した同種又は類似

の業務実績を有している者であること」に

ついて、日本下水道事業団発注による業務

は業務実績となりますでしょうか。 

実績となります。 
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５ 実施要領 ６ 参加の手続き 

（３）-ウ 

実施要領 P.4 の、６ 参加の手続き (3) 

参加表明書等の提出「※本市のメールを受

信できる容量制限は４MB 程度であるため、

上限を超える場合はファイル送信サービス

等を利用して提出すること。」について、フ

ァイル送信サービスの使用制限はあります

か。 

特段の制限は設けませんが、「ギガファイ

ル便」や「データ便」等のフリーファイ

ル送信サービスは、本市のセキュリティ

上使用できませんのでご留意ください。 

６ 実施要領 ６ 参加の手続き 

（４）-カ 

実施要領 P.5 の、カ 企画提案書作成に係

る留意事項「(ｲ)(ｱ)については、図や表等

(Ａ３の使用を認める。)～」について、A3

の使用が認められるのは、図表だけでしょ

うか？ 

お見込みのとおりです。 

７ 仕様書 ３ 業務委託期間 仕様書 P.1 の、３ 業務委託期間「～本事

業は繰越し予定であり、」とありますが、繰

越手続きは確実に認められるのでしょう

か。 

問題ございません。 

受付：令和令和８年２月 13 日 

１ 実施要領 ３ 参加資格要件 

（１）-カ 

「国、地方公共団体が発注した同種又は類

似の業務実績」とありますが、地方公共法

人日本下水道事業団から受託したウォータ

ーPPP 等の導入可能性調査業務も、実績とし

て要件を満たすことができますでしょう

か。 

実績としての要件を満たします。 

 以下余白    

 


